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電話相談窓口における自動音声応答システム導入及び受付電話番 

号の統合についての訂正について 

 

このことについて、令和５年９月１日付け令５薬務第 515 号で通知したとこ

ろですが、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長から別添のとおり訂正

の通知がありましたので、貴会員への周知をお願いします。 

なお、通知の電子ファイルを下記ホームページに掲載しています。 

記  

厚生労働省等通知(薬局・医薬品等販売業関係) 

（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/48/20499.html） 
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薬機 発 第 5000号

令和 5年 8月 30日

都道府県庁 衛生主管部 (局 )

薬務主管課長 様

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

理事長  藤 原 康 弘

(公印省略)

電話相談窓日における自動音声応答システム導入

及び受付電話番号の統合について (通知)の訂正について

平素より独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA)実施の業務に格別のご高配を賜り

ありがとうございます。

先般お送りした令禾日空年8月 22日 付 茎機発第 4421登 「電話相談窓口における自動音

声応答システム導入及び受付電話番号の統合について (通知)」 の内容に誤りがありました。

お詫びして訂正いたします。

訂正箇所は下記「1.対象窓口及び電話番号」の「変更前電話番号」の記載内容 (赤字部

分 3箇所)と なります。

記

1.対象窓口及び電話番号

受付時間 :平 日午前 9時から午後 5時 まで (祝 日・年末年始を除く)

(注)「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第 Ⅸ 因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済する

ための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給手続等に関する相談窓口

窓 口
変更前電話番号

(令和 5年 9月 1日 まで)

新電話番号

(令和 5年 9月 4日 から,

一般相談窓口
誤 03-3505-9506

正 03‐ 3506‐ 9506

03-3506-9425

くす り相談窓口
誤 03-3505‐ 9457

正03-3506_9457

医療機器相談窓口
誤 03‐ 3505‐ 9436

正 03-3506‐ 9436

当機構が保有する法人文書の開示請求に関する窓口 03-3506-9601

救済制度相談窓口   別途フリーダイヤルあり 03-3506-9411

給付金支給相談窓口(注)別途フリーダイヤルあり

以上



参考 訂正前通知

薬機般発第 4421号

令和 5年 8月 22日

(宛名) 様

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

理事長  藤 原 康 弘

(公印省略)

電話相談窓口における自動音声応答システム導入

及び受付電話番号の統合について (通知)

平素より、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA)実施の業務に格別のご高

配を賜 りありがとうございます。

PMDAでは、お電話でのお問い合わせ時に適切な窓口に迅速におつなざするため、令

和 5年 9月 4日 (月 )よ り自動音声応答システムを導入することとしました。これに

伴い、下記 1.の相談窓日の電話番号が変更となります。つきましては関係各所への

周知のほどよろしくお願い申し上げます。

1,対象窓口及び電話番号

受付時間 :平 日午前 9時から午後 5時 まで (祝 日。年末年始を除く)

(注)「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第 IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済する

ための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給手続等に関する相談窓日

なお、救済制度相談窓口 (0120-149-931)、 給付金支給相談窓口 (0120-780-400)

のフリーダイヤルはこれまでどおりお使いいただけます。

1

窓 口
変更前電話番号

(令和 5年 9月 1日 まで)

新電話番号

(令和 5年 9月 4日 から)

一般相談窓口 03‐ 3505-9506

03‐ 3506‐9425

くす り相談窓口 03‐ 3505-9457

医療機器相談窓口 03‐ 3505-9436

当機構が保有する法人文書の開示請求に関する窓口 03-3506-9601

枚済制度相談窓口   男u途 フリーダイヤルあり 03‐ 3506-9411

給付金支給相談窓口(注),w途 フリーダイヤルあり



2.自動音声応答システムによる流れ

注 1)ガイダンスの途中でも番号をお選びいただけます。

注 2)業務品質向上のため、通話内容は録音させていただきます。

PMDA―徹の方向けこ相讚憲ロ
a03‐ 3506‐942S

医薬品の使用方法や副作用などに

関するこ質問やご相談
1

1
おくすり。家庭用医療機器の

使用方法に関するこ相談
家庭用の医療機器やコンタクトレンズに

関すると質間やこ相談2

健康被害敷済制度全般や救済給付の

請求に関するこ質問'こ案内
※1罰追フリーダイヤル

(0120‐ 149‐931)を口けております

1

2 医票晶副作用被害数済制度
へのお問い合わせ

2既 に数済制度に請求さ才lた方

「特定フィプリノゲン製剤及び特定血液凝固第lX因子製剤によるC型肝炎感染被害者

を敷済するための結付金の支補に関する特別措E法」に基づく給付金の支補手続等

に関するこ質問・こ案内                      
｀

※2隅温フリーダイヤル(0120‐ 780‐400)を臓けており奮す

3

4法 人文薔・個人情報の開示請求i司ついてのお問い合わせ

5 PMDAの業務全般やサービスに対するこ意見、こ質問など
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